
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

一
六
下
改
正
前
欄

終
り
か
ら九
異
る

異
な
る

一
九
上
改
正
後
欄

〃

三
情
報
処
理
推
進

情
報
処
理
推
進
債

券

（
原
稿
誤
り
）

二
下

一
七
一
年
一
日

一
月
一
日

令和年月日 水曜日 第号官 報
出
資
一
口
の
金
額
減
少
公
告

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
開
催
の
本
組
合
通
常
総
会
に

お
い
て
、
出
資
一
口
金
十
万
円
を
、
一
口
金
一
万
円
に
減

少
す
る
こ
と
と
し
、
現
在
の
一
口
金
十
万
円
の
出
資
は
十

口
金
十
万
円
と
す
る
旨
決
議
し
ま
し
た
。つ
き
ま
し
て
は
、

来
る
三
月
二
十
五
日
ま
で
に
本
決
議
に
対
し
異
議
申
し
出

が
な
い
と
き
は
、
異
議
が
な
い
も
の
と
み
な
し
ま
す
。

以
上
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
五
十
六
条
の
二
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
致
し
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
一
丁
目
五
一
番
一
四
号

協
同
組
合
エ
ム
・
ビ
ー
・
シ
ー
総
合
研
究
所

代
表
理
事

志
磨

宏
彦

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
六
十
五
億
円
減
少
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
要
旨
は
令
和
八
年
一
月
二
十
日
付
官
報

の
号
外
第
十
二
号
二
一
六
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

キ
ン
グ
ダ
ム
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
山

知
也

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
十
六
億
二
千
二
百
九
十
五

万
円
減
少
し
て
二
千
四
百
九
十
五
万
円
と
す
る
こ
と
と
し

ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
十
七
日

掲
載
頁

八
十
頁
（
号
外
第
八
十
七
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｒ
Ｅ

Ｈ
ｅ
ｉ
ｓ
ｅ
ｉ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
山

知
也

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
一
億
二
千
七
百
五
十
五
万

円
減
少
し
て
十
三
億
六
千
四
百
五
万
円
と
す
る
こ
と
と
し

ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
十
七
日

掲
載
頁

八
十
頁
（
号
外
第
八
十
七
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｒ
Ｅ
ド
ミ
ト
リ
ー
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
山

知
也

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
一
億
二
千
七
百
四
十

五
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.k
o -k
o
k
u
.jp
/

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
一
丁
目
二
〇
番
二
号
七
〇

四
号
室
嶋
本
公
認
会
計
士
事
務
所
気
付

Ｇ
Ｊ
Ｄ
Ｃ
Ｖ
１
特
定
目
的
会
社

取
締
役

鈴
木

伸
也

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
八
千
四
百
九
十
万
円

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.k
o -k
o
k
u
.jp
/

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
一
丁
目
二
〇
番
二
号
七
〇

四
号
室
嶋
本
公
認
会
計
士
事
務
所
気
付

Ｇ
Ｊ
Ｄ
Ｃ
Ｖ
２
特
定
目
的
会
社

取
締
役

鈴
木

伸
也

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
一
億
二
千
七
百
五
十

万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ

ん
。令

和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
一
丁
目
二
〇
番
二
号
七
〇

四
号
室
嶋
本
公
認
会
計
士
事
務
所
気
付

Ｇ
Ｊ
Ｄ
Ｃ
Ｖ
３
特
定
目
的
会
社

取
締
役

鈴
木

伸
也

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
八
十
五
億
二
千
四
百
十

五
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
sa -ep

n
.jp
/ir/00001023/28ch

/

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

特
定
目
的
会
社
ベ
ン
チ
ャ
ー
Ｃ

取
締
役

松
澤

和
浩

訂
正
公
告

令
和
八
年
二
月
十
七
日
（
本
紙
第
一
六
四
八
号
）
掲
載

の
合
併
公
告
中
、「
甲
は
会
社
法
第
七
九
六
条
第
一
項
、
乙

は
同
第
七
八
四
条
第
二
項
」
と
あ
る
は
「
甲
は
会
社
法
第

七
九
六
条
第
二
項
、
乙
は
同
第
七
八
四
条
第
一
項
」
の
誤

り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
七
番
二
号

（
甲
）
エ
ム
キ
ャ
ッ
プ
十
七
号
株
式
会
社

代
表
取
締
役

市
原

康
隆

東
京
都
千
代
田
区
東
神
田
二
丁
目
五
番
一
五
号

（
乙
）
ジ
ェ
イ
フ
ィ
ル
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

髙
岡

祐
介

令
和
七
年
八
月
一
日
（
号
外
第
百
七
十
六
号
）
公
布
デ

ジ
タ
ル
庁
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号
（
独
立
行
政
法
人
情

報
処
理
推
進
機
構
の
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に

人
事
管
理
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
）

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日
公
布
厚
生
労
働
省
令
第
百
十

三
号
（
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
）

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日
（
号
外
第
二
百
八
十

四
号
）
文
部
科
学
省
告
示
第
百
八
十
二
号
（
技
術
士
法
施

行
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
第
一
次
試
験
の
専
門
科
目
の
範

囲
及
び
第
二
次
試
験
の
選
択
科
目
の
内
容
を
定
め
る
件
の

一
部
を
改
正
す
る
件
）

（
原
稿
誤
り
）

九
〇
ペ
ー
ジ
下
段
二
行
目
か
ら
四
行
目
は
次
の
と
お
り

の
誤
り
。

技
術
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
総
理
府
令
第
五

号
）
第
五
条
第
五
項
及
び
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
告
示
第
百
三
十
六
号（
技

術
士
法
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
一
次
試
験
の
専

門
科
目
の
範
囲
及
び
第
二
次
試
験
の
選
択
科
目
の
内
容
を

定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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